
（仮称）池田市官民連携まちなか広場条例（案）に対するご意見と 

それに対する本市の考え方 
 

１．実施内容 
 
趣旨 
 （仮称）池田市官民連携まちなか広場（以下「広場」といいます。）を開設するため、
本条例の制定を検討しています。 
 広場の設置目的は、本市のまちなかにおいてにぎわいの創出及び豊かな市民生活を実
現するため、官民連携（事業者等が催しや販売等の事業を実施する場を提供すること）
によって多様な人々が集い、憩い、及び交流する滞在空間並びに居心地が良く歩きたく
なる都市空間を創出することとします。また、広場では、その周辺（隣接する店舗等）
における一体的な滞在の快適性及び魅力の向上に関する事業（いわゆる一体型ウォーカ
ブル事業）の推進に関する事業を実施します。 
 広場として、まずは令和７年８月に（仮称）池田駅南広場（位置及び区域の詳細は、
下記の※及び資料『池田駅南広場の区域（予定）』を参照してください。）を開設し、今
後、本条例の一部改正によって、新たな広場を設置していく予定です。 
 つきましては、本条例の制定に向け、広く市民等の皆様の意見を伺うため、パブリッ
クコメント手続を実施します。 
 
※ 池田駅南広場の位置は、池田市呉服町９番ほかで、現在の市道（阪急池田駅南側の

遊歩道（せせらぎモール等））を廃止して設置する予定です。 
 
提出期間 
令和６年１０月４日（金）～令和６年１０月２５日（金）（郵送の場合は必着） 

 
 
提示資料 
・（仮称）池田市官民連携まちなか広場条例（案）の概要 
・池田駅南広場の区域（予定） 

 
 
 
２．意見提出状況とご意見に対する本市の考え方 
 
意見提出状況 
 提出者数 ０名 
 提出件数 ０件 
 
パブリックコメントに対する本市の考え方 
 なし 
 
 
 
３．問合せ 
 
 まちづくり環境部都市政策課 （℡ ０７２－７５４－６２６２） 


